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○ 

内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第
十
三
号
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 

（
趣
旨
）  

第
一
条 

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
行
政
機
関
等
が
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
別
表
に
掲
げ
る
内
閣
府
の
所
管
す
る
法
令
及
び
当
該
法
令
に

基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
に
係
る
手
続
等
を
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律 

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条

か
ら
第
六
条 

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
又
は
準
じ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
又

は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法

律
若
し
く
は
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
、
又
は
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則

若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

一
〜
六
十
七 

（
略
） 

六
十
八 

実
務
補
習
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
百
六
号
） 

六
十
九 

日
本
郵
政
株
式
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
等
で
あ
る
場
合
の
届
出
に
関
す

る
手
続
等
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第 

 

号
） 

 

（
趣
旨
）  

第
一
条 

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
行
政
機
関
等
が
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
別
表
に
掲
げ
る
内
閣
府
の
所
管
す
る
法
令
及
び
当
該
法
令
に

基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
に
係
る
手
続
等
を
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律 

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条 

か
ら
第
六
条 

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
又
は
準
じ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
又

は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法

律
若
し
く
は
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
、
又
は
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則

若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

一
〜
六
十
七 

（
略
） 

六
十
八 

実
務
補
習
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
百
六
号
） 

（
新
設
） 

 

 


